
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                              平成２８年７月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年１月２８日 １１時５５分ごろ 

発生場所 阪神港神戸第２区第６南防波堤南端付近 

神戸第６防波堤灯台から真方位１４７°７９０ｍ付近 

 （概位 北緯 ３４°３９.９′ 東経１３５°１５.０′） 

事故の概要  コンテナ船MAERSK
マ ー ス ク

 ERVING
ア ー ビン グ

は、南南東進中、また、作業船五
ご

竜
りゅう

は、

係留中、両船が衝突した。 

 MAERSK ERVINGは、右舷船尾部外板に擦過傷を生じ、また、五竜

は、右舷船尾部外板の亀裂等を生じた。 

事故調査の経過  平成２７年２月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ コンテナ船 MAERSK ERVING（英国籍）、１４１,６４９トン 

   ９４６３０２３（ＩＭＯ番号）、MOLJIM SHIPPING INC. 

   ３６６.００ｍ×４８.２０ｍ×２５.６３ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７２,２４０kＷ、２０１１年（建造年） 

Ｂ 作業船 五竜、９.７トン 

   ２５０－３１８９３兵庫、個人所有 

   １３.８６ｍ（Lr）×３.３０ｍ×１.３９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２５０.１kＷ、昭和５３年７月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（ウクライナ籍） 男性 ５３歳 

   締約国資格受有者承認証 船長（英国発給） 

    交付年月日 ２０１４年３月２４日 

          （２０１９年３月２０日まで有効） 

  水先人Ａ 男性 ６６歳 

   大阪湾水先区１級水先人水先免状 

    免 許 年 月 日 平成１７年１２月２１日 

    免状交付年月日 平成２２年１１月２９日 

    有効期間満了日 平成２７年１２月２０日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５７歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成４年１０月２１日 
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    免許証交付日 平成２４年９月１９日 

           （平成２９年１０月２０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾部外板に亀裂、係留索の切断等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風速 ７～９m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の末期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか２８人（ウクライナ籍４人、ブルガリア共和国

籍８人、英国籍５人、インド籍４人、フィリピン共和国籍２人、ロシ

ア連邦籍１人、ルーマニア籍１人、セルビア共和国籍１人、ラトビア

共和国籍１人及びトルコ共和国籍１人）が乗り組み、水先人Ａが乗船

してタグボートＡ１（約３,６００馬力）を船首に、タグボートＡ２

（約３,６００馬力）を船尾に配置し、平成２７年１月２８日１１時

３０分ごろ、愛知県名古屋港に向けて阪神港神戸区六甲アイランドコ

ンテナふ頭ＲＣ－５岸壁を離れた。 

 Ａ船は、船長Ａが操船指揮をとり、水先人Ａが水先し、バウスラス

タ（２基、約４,８００馬力（合計））を使用するとともにタグボート

Ａ２を真横に引かせて岸壁から平行に約５０ｍ離れたのち、機関を極

微速力前進にかけて航行を開始した。 

 水先人Ａは、針路を２５５°（真方位、以下同じ。）に定め、風速

約７～９m/sの北東風が吹く状況下、神戸中央航路の北口付近に向け

て航行した。 

 水先人Ａは、神戸中央航路を航行する針路にするつもりで船橋が神

戸中央航路西側境界線まで約１,１００ｍのところで、左舵１０°を

取ったが、左転を認めなかったので、左舵２０°、引き続き左舵一杯

を取ったところ、船首が徐々に左転するのを認め、微速力前進に増速

するとともに、左舵２０°に戻した。 

 水先人Ａは、１１時４９分ごろ、回頭が遅いと感じて左舵一杯を取

り、船首が神戸中央航路西側境界線に約３００ｍまで接近した頃、タ

グボートＡ１を頭付けでＡ船の船首を左舷方に、タグボートＡ２を頭付

けでＡ船の船尾を右舷方に押すように指示した。 

 水先人Ａは、船首が神戸中央航路に沿う約１５０°を向いた頃、タ

グボートＡ１及びタグボートＡ２にＡ船から離れるよう指示するととも

に舵中央とし、神戸中央航路西側境界線付近を航行し、第６南防波堤

の南端付近で係留していたＢ船に接近する態勢であることを認めた。 

 水先人Ａは、右舷ウイングでＢ船への接近状況を見ていたところ、

Ｂ船の船尾甲板で立っていた船長Ｂが動く様子を見せなかったので、

衝突を避けることができたと思った。 

 水先人Ａは、船尾配置の二等航海士にＢ船との接近状況を聞いたと

ころ、Ｂ船と接触していないとの報告があったので、航海を継続し、
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大阪湾を南下して兵庫県洲本市洲本港沖を友ケ島水道に向かっていた

ところ、海上保安庁からの連絡で、Ｂ船と衝突したことを知り、阪神

港神戸区に引き返し、指定された神戸区沖の錨地に錨泊した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、潜水士３人が乗船し、第６南防

波堤の撤去に伴う潜水調査の目的で、同防波堤の南端付近で、船首を

南西方に向け、船首から同防波堤及び係船浮標にそれぞれ係留索を取

り、左舷船尾から約４０kgの錨を投下し、錨索を約６０ｍ出して係留

していた。 

 船長Ｂは、左舷船首で、午前の潜水調査を終え、浮上してきた潜水

士の支援作業を行っていたところ、Ａ船が出航しているのを認め、Ａ

船の回頭が遅いと感じてその動きを見ていたところ、神戸中央航路西

側境界線付近を航行し、Ｂ船に著しく接近する態勢で南南東進して来

るのを認めた。 

 船長Ｂは、衝突のおそれを感じ、衝突時の衝撃緩和のため、ウイン

チのブレーキを緩めて錨索を開放した。 

 船長Ｂは、１１時５５分ごろ、Ａ船の右舷船尾部とＢ船の右舷船尾

部とが衝突するのを目撃し、軽い衝撃を感じた。 

 船長Ｂは、本事故の発生を海上保安庁に通報した。 

（付図１ 航行経路図、付図２ 航行経路図（拡大）、付表１ Ａ船

のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 その他の事項 

 

 Ａ船は、コンテナ３,３７０個（総重量約５１,１２６.７t）を積

み、喫水が船首約１０.４ｍ、船尾約１１.３ｍであった。 

 Ａ船は、就航後、阪神港神戸区に初めての寄港であった。 

 Ａ船の操縦性能表等によれば、満載状態において、２４.６ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で航行中に舵角３６.５°とし

て左旋回したとき、旋回縦距が約１,０９２ｍ、旋回横距が約５６１

ｍ、最大縦距が約１,２８３ｍであった。また、極微速力前進で６.８

９kn、微速力前進で１０.６７kn であった。 

 Ａ船の船橋には、本事故当時、船長Ａ及び水先人Ａのほか、三等航

海士、操舵手及び甲板員が、船首甲板には、一等航海士のほか３人

が、船尾甲板には二等航海士のほか２人がそれぞれ配置されていた。 

 水先人Ａは、阪神港神戸区六甲アイランドコンテナふ頭からのコン

テナ船の水先業務の経験が約１０回、９万トンクラスのコンテナ船の

水先業務の経験が数回あり、Ａ船を含めた１４万トンクラスのコンテ

ナ船の水先は今回が初めてであった。 

 水先人Ａは、水先を開始する前に、船長Ａからパイロットカードの

提示を受けていた。 

 水先人Ａは、本事故後、左舵を取る時機が遅れたと思った。 

 Ａ船は、離岸して神戸中央航路に入るため、約１１３°左転しなけ

ればならなかった。 
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 第６南防波堤は、神戸中央航路西側境界線とほぼ平行に長さ約８３

０ｍあったが、平成２５年から撤去工事が行われており、本事故当

時、同防波堤の南側が約１２０ｍ撤去されていた。 

 Ｂ船は、午前中、０８時３０分ごろから１１時４５分ごろまで、潜

水士による潜水調査を行っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

 Ａ船は、阪神港神戸第２区において、出港操船中、風速約７～９

m/sの北東風が吹く状況下、神戸中央航路に向けて変針する際、左回

頭を始める時機が遅れたことから、船首及び船尾に配したタグボート

で回頭の補助を行わせたものの、神戸中央航路西側境界線付近を同航

路に沿って航行することとなり、同航路西側境界線付近で係留中のＢ

船に衝突したものと考えられる。 

 水先人Ａは、パイロットカードの提示を受けていたものの、今まで

経験した９万トンクラスのコンテナ船と同程度の操縦性能と思ったこ

とから、船橋が神戸中央航路西側境界線まで約１,１００ｍの所で、

左舵を取ったものと考えられる。 

 水先人Ａは、Ａ船が係留していた岸壁から神戸中央航路の中央まで

約１,５００ｍであった上に、風速約７～９m/s の北東風が吹いてい

たことから、バウスラスタ並びに船首及び船尾に配したタグボートを

活用した操船を行っていれば、本事故の発生を回避できた可能性があ

ると考えられる。 

 Ｂ船は、阪神港神戸第２区において、神戸中央航路西側境界線付近

で係留中、Ａ船が衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、阪神港神戸第２区において、Ａ船が出港操船中、Ｂ船が

係留中、風速約７～９m/s の北東風が吹く状況下、Ａ船が、神戸中央

航路に向けて変針する際、左回頭を始める時機が遅れたため、船首及

び船尾に配したタグボートで回頭の補助を行わせたものの、神戸中央

航路西側境界線付近を同航路に沿って航行することとなり、Ｂ船の右

舷船尾部に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  水先人Ａは、６月２９日、所属する水先人会において、新たに導入

された１４万トンクラスのコンテナ船モデルの操船シミュレーター訓

練を行った。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航路に入航するため、回頭する際には、自船の旋回性能を考慮

し、航路内を航行できるよう、回頭時機を決定すること。 
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付図１ 航行経路図 
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付図２ 航行経路図（拡大） 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、船首方位及び対地

針路は真方位である。 

Ａ船 

　 　 　

北　緯 東　経

(時：分：秒) （°-′-″） （°-′-″） （°） （°） （kn）

 11:30:56 34-40-42.9 135-15-47.5 264 230.9 0
 11:33:56 34-40-42.7 135-15-47.2 263 206.3 0.1
 11:39:55 34-40-39.5 135-15-46.3 259 224.0 1.4
 11:42:58 34-40-36.6 135-15-38.9 255 250.1 2.8
 11:44:02 34-40-35.3 135-15-34.5 255 252.1 3.6
 11:45:01 34-40-33.9 135-15-28.6 256 253.7 4.6
 11:46:01 34-40-32.4 135-15-21.7 255 254.8 5.7
 11:47:01 34-40-30.8 135-15-14.8 254 254.2 5.9
 11:48:02 34-40-28.5 135-15-07.8 241 245.5 6.2
 11:49:01 34-40-24.8 135-15-01.1 225 230.8 6.4
 11:50:02 34-40-19.6 135-14-55.9 206 213.5 6.7
 11:51:01 34-40-13.3 135-14-53.1 188 194.2 6.6
 11:52:01 34-40-07.6 135-14-52.8 172 177.4 5.8
 11:53:01 34-40-02.4 135-14-54.1 159 164.3 5.4
 11:54:01 34-39-58.3 135-14-56.4 148 151.8 4.4
 11:55:01 34-39-54.2 135-14-59.6 143 146.3 4.8
 11:56:01 34-39-48.7 135-15-04.2 143 144.6 6.5

船　　位
船首方位 対地針路 対地速力時　刻


